
 

 

 
 
 
 

第二部  法 人 情 報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 -



 

 

第１ 法人の概況 

１．主要な経営指標等の推移 

                                                                         （単位：百万円） 

年  度 平成28事業年度 平成29事業年度 平成30事業年度 令和元事業年度 令和２事業年度 

決算時期 平成29年３月 平成30年３月 平成31年３月 令和２年３月 令和３年３月 

経常収益      ※１ 118,857 119,523 117,820 118,010 127,870 

経常利益又は経常損失(△)※２ △249 △3,736 △1,039 △1,723 574 

当期総利益又は当期総損失(△)※３ 3,511 20,447 2,512 2,263 2,738 

資本金       ※４ 7,349 5,752 4,837 4,837 4,837 

純資産額      ※５ 76,525 84,801 82,833 80,800 81,117 

総資産額 3,649,626 3,578,691 3,525,747 3,483,486 3,434,269 

業務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 35,471 37,147 18,205 13,453 42,028 

投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △3,039 △7,914 11,794 6,152 7,258 

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △42,360 △40,507 △27,685 △16,309 △28,851 

自己資本比率    ※６ 2.0% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 

自己資本利益率   ※７ 4.5% 24.1% 3.0% 2.8% 3.3% 

職員数（定員数） 1,392名 1,391名 1,389名 1,389名 1,384名 

（注）１．独立行政法人水資源機構（以下「当機構」といいます。）は、連結の対象となる法人は存在しませんの

で連結財務諸表を作成していません。 

     従って、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記載していません。 

   ２．経常収益には消費税等は含まれていません。 

［経営指標等の説明］ 

※１ 経常収益＝受託収入＋補助金等収益＋寄附金収益＋災害復旧事業収入＋海外調査等業務収入 

＋管理雑収入＋資産見返補助金等戻入＋建設仮勘定見返補助金等戻入 

＋固定資産売却収入＋財務収益＋雑益 

※２ 経常利益（経常損失）＝経常収益－経常費用 

※３ 当期総利益（当期総損失）＝当期純利益（当期純損失）＋前中期目標期間繰越積立金取崩額 

※４ 資本金＝政府出資金 

※５ 純資産額＝自己資本＝資本金＋資本剰余金＋利益剰余金 

※６ 自己資本比率＝純資産額／総資産額 

※７ 自己資本利益率＝当期総利益（当期総損失）／純資産額 
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２．沿  革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和36年11月 水資源開発促進法（以下「促進法」といいます。） 公布施行 

水資源開発公団法 公布（昭和37年２月施行）

昭和37年 ４月 利根川水系及び淀川水系が促進法に基づく水資源開発水系に指定される。 

５月 水資源開発公団 設立

８月 「利根川水系水資源開発基本計画」決定 

「淀川水系水資源開発基本計画」決定

昭和39年10月 筑後川水系が促進法に基づく水資源開発水系に指定される。 

昭和40年 ６月 木曾川水系が促進法に基づく水資源開発水系に指定される。 

「筑後川水系水資源開発基本計画」決定 

吉野川水系が促進法に基づく水資源開発水系に指定される。 

昭和41年 ２月 

11月

昭和42年 ３月 「吉野川水系水資源開発基本計画」決定 

昭和43年10月 愛知用水公団を統合 

「木曾川水系水資源開発基本計画」決定 

昭和49年12月 荒川水系が促進法に基づく水資源開発水系に指定される。 

昭和51年 ４月 「利根川水系及び荒川水系水資源開発基本計画」決定 

平成２年  ２月 豊川水系が促進法に基づく水資源開発水系に指定される。 

５月 「豊川水系水資源開発基本計画」決定

独立行政法人水資源機構法 公布施行 平成14年12月 

独立行政法人水資源機構 設立 平成15年10月 
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３．事業の内容 

  （１）事業の概要 

設 立  平成15年10月１日 独立行政法人通則法（以下「通則法」といいます。）及び独立

行政法人水資源機構法（以下「機構法」といいます。）に基づき設立されています。 

   

目 的  当機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築

等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に

伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的と

しています。 

   

主 務 大 臣  ・ 役職員や財務会計などの事項については、国土交通大臣 

・ 治水の目的を含む事業については、国土交通大臣 

・ その他の事業については、目的に応じて厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産

業大臣又は国土交通大臣 

   

法 人 格  通則法及び機構法に基づく独立行政法人 

   

資 本 金  4,837百万円（全額政府出資 令和３年３月31日現在） 

   

業務の範囲  ① 当機構は、上記の目的を達成するため、機構法第 12 条及び同法附則第４条に

より次の業務を行います。 

  一 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設（当該施設のうち発電に係

る部分を除く。）の新築（イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増

大させないものに限る。）又は改築を行うこと。 

水資源開発公団が開始していた業務及び国土交通大臣又は農林水産大臣が、

機構が引き継いで行うべきであると認めるものに関する業務 

   イ ダム、河口堰、湖沼水位調節施設、多目的用水路、専用用水路その他の

水資源の開発又は利用のための施設 

   ロ イに掲げる施設と密接な関連を有する施設 

  二 次に掲げる施設の操作、維持、修繕その他の管理（ハに掲げる施設の管理に

あっては、委託に基づくものに限る。）を行うこと。 

   イ 水資源開発施設 

   ロ 愛知豊川用水施設 

   ハ 水資源開発水系における水資源の開発又は利用のための施設であって、

イ又はロに掲げる施設と一体的な管理を行うことが当該水資源開発水系

における水資源の利用の合理化に資すると認められるもの 

  三 水資源開発施設又は愛知豊川用水施設についての災害復旧工事を行うこと。 

  四 機構法第19条の２第１項に規定する特定河川工事を行うこと。 

  五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

  ② 当機構は、上記①の業務のほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の

促進に関する法律（平成30年法律第40号）第５条に規定する業務（第37条

第２項第６号において「海外調査等業務」といいます。）を行います。 

  ③ 当機構は、上記①及び②の業務のほか、その業務の遂行に支障のない範囲内で、

委託に基づき、次の業務を行うことができます。 

  一 水資源の開発又は利用に関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修を行

うこと。 
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  二 水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関

連を有する工事を行うこと。 

  三 水資源の開発又は利用のための施設の管理を行うこと。 

   

組 織 図  

（令和３年４月１日現在） 

  

各本部等の主な業務 

総務人事本部 ・・・・・・・文書、法令、人事及び労務等に関すること。 

経営企画本部 ・・・・・・・経営方針、経営戦略及び中期計画等に関すること。 

財務用地本部 ・・・・・・・決算報告書の作成、補償業務、資産管理等に関すること。 

※事業所とは、総合事業部、総合事業所、建設所、総合管理所、管理所の総称
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ダム事業本部 ・・・・・・・ダム、河口堰等に係る工事、管理等に関すること。 

水路事業本部 ・・・・・・・用水路等に係る工事、管理等に関すること。 

総合技術センター ・・・・・・水に係わる総合的な技術の蓄積・向上及び当機構内外への各種技術支援に関す

ること。 

支社・局 ・・・・・・・・・各水系に係る業務の関係機関との調整に関すること。 

総合事業部・総合事業所 ・・施設の改築等の工事及び管理等に関すること。 

建設所 ・・・・・・・・・・施設の新築等の工事等に関すること。 

総合管理所・管理所 ・・・・施設の管理等に関すること。 

 

（２）当機構の役割 

水は生命の根源であり、生活の基盤をなす基本的な資源です。 

水利用の実態を概観してみると、これまでの水資源開発により、増加し続けてきた水需要に対し供給が追

いつかない状況は脱しつつあるところですが、近年の降水の年々変動の増大や少雨化傾向等により、安定的

な水供給を確保する上でそれぞれの水系ごとに対応すべき課題が残されている状況にあります。 

 また、国民の健康面での安全性に関する意識の高まり等から、飲料水、かんがい用水等として利用される

水の「質」に対する要求も高くなっています。 

 当機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設

等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い、用水を必要とする地域に対する水の安定

的な供給の確保を図ることを目的として設立されました。 

 近年の国民の価値観の多様化に対応して、水資源の開発及び利用に関しては、用水として利用される水の

「質」に対する要求が高まるなど、量的な安定供給のみならず、流域全体を見据えた水質をはじめとする水

環境の保全や水源地域の活性化が重要になっています。一方、我が国経済が厳しい状況にあることも反映し

て、利水者等からコストの一層の抑制を要請されています。 

 当機構は、これらの状況を的確に把握し、所期の使命を果たすとともに、その業務運営上、より透明性を

確保することで、利水者をはじめ広く国民から信頼され、一層の協力・支援を得られる組織となり、「安全で

良質な水を安定して安くお届けする」ことを理念として、公共公益的な役割を民間企業的な経営感覚をもっ

て効率的かつ自律的に実施していきます。 

また、平成 29 年５月に国土審議会から答申された「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源開発基

本計画のあり方について」では、２つの基本理念「水供給を巡るリスクに対応するための計画」と「水供給

の安定度を総合的に確保するための計画」が提言されており、機構の主たる役割である水資源開発水系にお

ける「安全で良質な水の安定した供給」と「洪水被害の防止・軽減」について引き続き適正に実施するとと

もに、これまでの需要主導型の「水資源開発の促進」からリスク管理型の「水の安定供給」に向け、既存施

設を最大限に有効活用していくことや、水供給の全体システムとしての機能確保等の考え方を取り入れた取

組が求められています。 

当機構は、国土審議会答申の主旨を踏まえ、地震等の大規模災害、水インフラの老朽化に伴う大規模な事

故、危機的な渇水等の危機時においても最低限必要な水を確保するため、既存施設の徹底活用とともに、ハ

ード・ソフト施策の連携により、水供給の全体システムの機能を確保していきます。 
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（３）当機構の業務  

当機構は、水資源開発水系に指定されている７水系（利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後

川）において、各水系の水資源開発基本計画（フルプラン）に基づき、利水・治水を目的とするダム、河口

堰、湖沼水位調節施設、多目的用水路、専用用水路その他の水資源の開発又は利用のための施設の新築（水

の供給量を増大させる施設の新築は、当機構設立時に着手済みの事業等に限る。）又は改築を実施するととも

に、完成した施設の管理を実施しています｡ 

なお、水資源開発水系において当機構が実施する事業以外の事業は、国の直轄事業又は都道府県の補助事

業として実施されています。 

 

（４）当機構の事業の特徴 

①水資源開発水系 

当機構が事業を行う７水系（水資源開発水系）は、いずれも水道用水、工業用水及び農業用水の水利用が

非常に高度かつ複雑であり、複数の都府県にまたがり、広域的に大量の水を供給する必要がある地域です。 

当機構の事業は、水資源開発水系において、関係省庁、関係都府県、利水者などの多くの関係機関との調

整を図り、水道用水、工業用水及び農業用水の確保や洪水調節や流水の正常な機能の維持と増進など、水源

の開発から導水まで多岐にわたる施設の建設及び管理を一貫して行う特徴を有しています｡ 

当機構は、水資源開発公団の設立以来、７水系内の開発水量全体の約83％を開発するなどの実績をあげて 

おり、各水系の水資源開発に関する幅広い経験と高度な技術を蓄積した専門組織として、我が国の生活・産

業の基盤として重要な水資源の開発・利用に欠かせないものとなっています。 

なお、７水系における事業実施状況等は次のとおりです。 

 

- 14 -



（a）水資源開発水系（令和３年４月現在） 
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（b）各水系の水資源開発基本計画と当機構の事業による開発水量（令和３年４月現在） 

開発水量とは、ダム、堰、湖沼開発施設等の建設により新たに利用可能になる水量をいい、毎秒当たりに流れる

水の量 (㎥/s)で表しています。 

当機構の事業により開発された水量は約376㎥/sです。 

                                                                              （単位：㎥/s） 

水 系 名 

 

 現行基本 

 計画前の 

 開発水量 
（注１） 

現     行     基     本     計     画 

供  給 

目標量 

決定供給施設による 

開発水量（注２）（注３） 
開発水量 

工  事 

調査中 

 
完  成 

 
計 

 

当機構シェア 
（注７） 

利根川 

荒 川 

機 構 

 

全 体 

140.999 

 

191.611 

約191 

〔約163〕 

<約148> 
 （注５） 

1.821 

 

6.647 

0.000 

 

0.000 

142.820 

 

196.554 

72.66％ 

 

豊 川 

機 構 

 

全 体 

12.863 

 

12.863 

約7.9 

〔約6.5〕 
 （注４） 

0.000 

 

0.519 

0.000 

 

0.000 

12.863 

 

13.382 

96.12％ 

 

木曽川 

 

機 構 

 

全 体 

90.487 

 

90.500 

約113 

〔約77〕 
（注４） 

0.000 

 

0.000 

6.600 

 

6.609 

97.087 

 

97.109 

99.98％ 

 

淀 川 

 

機 構 

 

全 体 

77.766 

 

93.974 

約134 

〔約111〕 
 （注４） 

0.358 

 

0.958 

0.000 

 

0.000 

78.124 

 

94.932 

82.29％ 

 

吉野川 

機 構 

 

 

全 体 

35.174 

 

 

36.174 

約26 

〔約22〕 

<約14> 
 （注５） 

0.000 

 

 

0.000 

0.000 

 

 

0.000 

35.174 

 

 

36.174 

97.24％ 

筑後川 

機 構 

 

全 体 

7.695 

 

15.225 

約13.4 

〔約11〕 
（注４） 

0.000 

 

0.000 

1.960 

 

2.750 

9.655 

 

17.975 

53.71％ 

計 
（注６） 

機 構 

 

全 体 

364.984 

 

440.347 

 

2.179 

 

6.420 

8.560 

 

9.359 

375.723 

 

456.126 

82.37％ 

（注）１．現行基本計画前の開発水量とは、現行の基本計画の策定前に完成した施設による開発水量をいいます。 

２．開発水量は、現行の基本計画に基づいて計上しています。 

３．開発水量は、水道用水及び工業用水の最大水量と農業用水の夏期かんがい期平均水量（豊川水系は年間平均水量）を合計したものです。 

４．利根川水系及び荒川水系、豊川水系、木曽川水系、淀川水系及び筑後川水系の供給目標量は、供給が可能と見込まれる都市用水の水量で、計画当時の
流況を基にしています。なお、括弧書きの水量は、近年20年に２番目の規模の渇水時における流況を基にしています。 

５．吉野川水系においては、平成29年5月の国土審議会答申を踏まえた新たな「リスク管理型」の水資源開発基本計画へと変更されたことにより、危機的
な渇水、地震等の大規模自然災害、老朽化に伴う大規模な事故に対する供給の目標が新たに追加されています。吉野川水系の計画供給量及び供給可能
量は都市用水の量で、計画供給量は計画当時の流況を基にしており、括弧内の水量は10箇年第1位相当渇水時の流況、＜ ＞内の水量は既往最大級渇
水時の流況を基にした供給可能量です。 

６．計は、各水系の値を算術的に加算したものです。 

７．機構のシェア以外の部分は、国の直轄事業及び府県の補助事業によって建設を行う施設により利用可能となる開発水量です。 
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（c）当機構の事業による用途別の開発水量と導水量（令和３年４月現在） 

導水量とは、用水を必要とする地域に対して水を供給するために導水される水量をいい、毎秒当たりに流れる水

の量（㎥/s）で表しています。 

                                   （単位：㎥/s） 

水系名 区  分 

事 

業 

数 

開 発 水 量 導  水  量 

水 道 

用 水 

工 業 

用 水 

農 業 

用 水 
合 計 

水 道 

用 水 

工 業 

用 水 

農 業 

用 水 
合 計 

利根川 

荒 川 

完   成 
建設･調査中 

小   計 

25 

4 

29 

80.020 

1.821 

81.841 

24.789 

－ 

24.789 

36.19 

－ 

36.19 

140.999 

1.821 

142.820 

73.548 
(注3) 

－ 

73.548 

6.638 

－ 

6.638 

115.333 

－ 

115.333 

195.519 

－ 

195.519 

 

豊 川 

完   成 
建設･調査中 

小   計 

2 

1 

3 

1.521    

－ 

1.521 

－ 

－ 

－ 

1.500 

－ 

1.500 

3.021 

－ 

3.021 

1.521 

－ 

1.521 

－ 

－ 

－ 

2.984 

－ 

2.984 

4.505 

－ 

4.505 

 

木曽川 

完   成 
建設･調査中 

小   計 

12 

2 

14 

45.729 

－ 

45.729 

32.093 

－ 

32.093 

4.250 

－ 

4.250 

82.072 

－ 

82.072 

11.289 

3.300 

14.589 

17.523 

0.700 

18.223 

38.620 

－ 

38.620 

67.432 

4.000 

71.432 

 

淀 川 

完   成 
建設･調査中 

小   計 

11 

1 

12 

59.472 

0.358 

59.830 

16.574 

－ 

16.574 

1.720 

－ 

1.720 

77.766 

0.358 

78.124 

1.600 

－ 

1.600 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1.600 

－ 

1.600 

 

吉野川 

完   成 
建設･調査中 

小   計 

8 

2 

10 

7.990 

－ 

7.990 

15.590 

－ 

15.590 

11.594 

－ 

11.594 

35.174 

－ 

35.174 

4.600 

－ 

4.600 

1.130 

－ 

1.130 

11.300 

－ 

11.300 

17.030 

－ 

17.030 

 

筑後川 

完   成 
建設･調査中 

小   計 

8 

1 

9 

6.972 

－ 

6.972 

0.173 

－ 

0.173 

2.510 

－ 

2.510 

9.655 

－ 

9.655 

3.925 

－ 

3.925 

0.173 

－ 

0.173 

38.776 

－ 

38.776 

42.874 

－ 

42.874 

 

全水系 

完   成 
建設･調査中 

小   計 

66 

11 

77 

201.704 

2.179 

203.883 

89.219 

－ 

89.219 

57.764 

－ 

57.764 

348.687 

2.179 

350.866 

96.483 

3.300 

99.783 

25.464 

0.700 

26.164 

207.013 

－ 

207.013 

328.960 

4.000 

332.960 

 愛知・豊川

用水事業      

（完 成） 

2 6.556 8.841 9.460 24.857 5.256 8.841 39.490 53.587 

 完   成 
建設･調査中 

合   計 

68 

11 

79 

208.260 

2.179 

210.439 

98.060 

－ 

98.060 

67.224 

－ 

67.224 

373.544 

2.179 

375.723 

101.739 

3.300 

105.039 

34.305 

0.700 

35.005 

246.503 

－ 

246.503 

382.547 

4.000 

386.547 

（注）１．開発水量は、水道用水及び工業用水については最大水量、農業用水については夏期かんがい期平均水量（豊川水系は年間平均水量）を示しています。 

導水量は、水道用水、工業用水、農業用水ともに最大水量を示しています。 

２．開発水量は現行の基本計画に基づいて計上しています。 

３．利根川水系・荒川水系の導水量のうち水道用水の完成分には浄化用水が含まれています。 

 

 

- 21 -



②割賦負担金制度 

当機構の建設事業費のうち利水者の負担分については、当機構が財政融資資金などの借入金や水資源債券の発

行で調達した資金により事業を実施し、施設の完成後に利水者から割賦で償還していただく仕組みとなっていま

す。 

 

③環境の保全 

当機構では、ダムや用水路などの施設を建設・管理するにあたっては、事業実施区域及びその周辺における動

植物の生息・生育環境などの自然環境や、ダムの貯水池及び下流河川の水質などの水環境への影響を回避・低減

するための取り組みを行っているほか、温室効果ガス排出量削減の推進など、さまざまな環境保全の取り組みを

行っています。 

なお、これらの取り組みは、当機構の業務運営に即して構築した独自の環境マネジメントシステムの運用によ

り、事務・事業活動において効率的かつ着実に実施しています。 

○自然環境の保全の取り組み 

自然環境調査、環境影響予測を行い、必要に応じて影響を回避、低減及び代償するための環境保全対策を講じ

るとともに、モニタリング調査を行っています。 

○水環境の保全の取り組み 

毎年度、水質管理計画を作成し、日常的に水質情報を把握し、計画的かつ継続的に水質保全に取り組むととも

に、水質異常が発生した場合には選択取水設備等の運用により、良質な用水の供給に努めています。 

○温室効果ガスの排出量削減 

当機構の温室効果ガスの排出抑制等の計画に基づき、クリーンエネルギーの活用や省エネルギー対策に取り組

むなど、温室効果ガスの排出量削減を推進しています。 

○景観に配慮した施設整備 

良質な空間の形成が地域の価値を高めるとの観点から、施設の新築にあたっては、景観に配慮した施設整備に

取り組んでいます。 

○建設副産物等の有効利用等 

建設工事により発生する建設副産物について、発生を抑制するとともに流木、刈草などの廃棄物も含め、その

有効利用を図り、循環型社会の形成に取り組んでいます。 

○環境物品等の調達 

環境物品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進しています。 

○環境教育の充実 

環境学習会や環境研修を行い、環境に対する意識と知識の向上を図っています。 

○環境情報の発信 

当機構の環境保全の取り組みを取りまとめた「環境報告書」や水質調査結果等を取りまとめた「水 

質年報」を毎年度作成し、公表しています。 
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《参考》機構法第20条（環境の保全）の概要 

当機構は、業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。 

 

（５）当機構の事業実施手順 

①事業実施計画について 

独立行政法人は、その制度の趣旨において、主務大臣の監督、関与その他の国の関与を必要最小限のものにす

るとされています。 

このため、旧水資源開発公団法（以下「公団法」といいます。）に規定されていた主務大臣による事業実施方針

の指示は廃止され、当機構が、水資源開発基本計画に基づいて自ら事業実施計画を作成し、関係都道府県知事と

の協議を行い、関係利水者への意見の聴取及び費用負担の同意を得た上で主務大臣の認可を得る制度に改められ

ています。なお、事業実施計画の主務大臣の認可については、水配分の適正性、政策との整合性、費用負担の妥

当性等を担保するため、引き続き機構法に規定されています。 

また、水需要の動向に的確に対応した事業を実施するために、利水者が撤退した場合や事業を廃止した場合の

手続きや費用の負担方法については、機構法で規定されています。 

 

《参考》機構法第13条（事業実施計画）の概要 

(a) 当機構は、施設の新築又は改築の業務を行おうとするときは、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計

画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更

又は廃止しようとするときも、同様とする。 

(b) 主務大臣は、(a)の認可をしようとするときは、あらかじめ、国の関係行政機関の長に協議しなければなら

ない。 

(c) 当機構は、事業実施計画を作成、変更又は廃止しようとするときは、当該計画に係る水資源開発施設を利用

して流水を各用途に使用しようとする者（事業実施計画の変更又は廃止により、当該施設を利用しなくなる

ものを含む。）の意見を聴くとともに、当該施設の新築、改築又は廃止に要する費用の負担についての同意

を得なければならない。 

 

②施設管理規程について 

主務大臣より水資源開発公団に指示されていた施設管理方針についても、事業実施方針の指示と同様に廃止さ

れ、当機構が自ら施設管理規程を作成し、関係都道府県知事等及び関係利水者との協議を行い、主務大臣の認可を

得る制度に改められています。なお、施設管理規程の主務大臣の認可については、水配分の適正性、政策との整合

性、費用負担の妥当性等を担保するため、引き続き機構法に規定されています。 

 

《参考》機構法第16条（施設管理規程）の概要 

(a) 当機構は、施設の管理の業務を行おうとするときは、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事等及び当該

施設の新築、改築又は廃止に要する費用の負担について同意した者に協議するとともに、主務大臣の認可を

受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
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(b) 主務大臣は、(a)の認可をしようとするときは、あらかじめ、国の関係行政機関の長に協議しなければなら

ない。 

(c) 河川管理者は、操作を伴う洪水防御等を目的に含む水資源開発施設又は利水ダムに係る施設管理規程の操

作に関する事項についての定めによっては、河川の状況の変化等により河川管理上支障を生ずると認める

場合には、当該操作に関する事項の変更を要請することができる。 

＜事業実施の手順＞ 

当機構の事業は、計画の内容や費用の負担などについてそれぞれの段階で手続きを経て関係行政機関の長、関係都

道府県知事、関係利水者等と、協議や意見聴取などを行い合意形成を図っています。 

       

（６）事業の費用負担について 

当機構はその役割及び設立趣旨に鑑み、事業実施に当たり、国から交付金及び補助金を、利水者から負担金を受

けることが機構法で定められています。 

交付金は、ダム、河口堰等の新築、改築及び管理に要する費用のうち、洪水調節等に係る費用について、機構法

及び独立行政法人水資源機構法施行令（以下「政令」といいます。）に基づいて国が当機構に交付するものです。 

補助金は、政府が予算の範囲内において、政令で定めるところにより、水資源開発施設の新築、改築並びに水資

源開発施設及び愛知豊川用水施設の管理に要する経費の一部を当機構に対して補助するものです。 

負担金（発電の場合は受託金）は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を利用して、流水を水道、工業用水道、

発電の用に供する者又は流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区若しくは都道府県等が機構法及び

政令で定めるところにより、当該施設の新築、改築及び管理に要する費用を負担するものです｡ 

- 24 -



また、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設における災害復旧工事を行う際にも、施設の新築、改築及び管理を

行う際と同様に、交付金、補助金及び負担金が機構法及び政令に基づいて交付又は負担されることとなっていま

す。 

なお、一部の者が事業から撤退した場合や事業が廃止された場合も、機構法及び政令に基づいて撤退する者や当

該廃止事業に参画した者に費用の負担を求めることとなっています。 

 

①費用の負担 

・建設費の負担割合 

水資源開発施設の新築又は改築に要する費用は、当該新築又は改築の目的である各用途別に水利用の割合に応

じて負担割合が定められます。 

・管理費の負担割合 

水資源開発施設の管理に要する費用は、原則として建設費と同様の負担割合が定められます。 

 

②負担金の支払方法 

・建設事業の負担金の支払方法には割賦支払、一時支払又は当該年度支払があります。 

・管理業務の負担金の支払方法には割賦支払、一時支払又は当該年度支払があります。 

    ※上記支払方法については、利水者のニーズに応じて選択することが可能です。 

 

③資金構成 

当機構の事業に必要な資金は、その事業の目的である各用途に応じ、以下のとおりです｡ 

 用   途 建 設 費 管 理 費 

治水関係 治水、流水の正常な機能の

維持 

交付金 交付金 

特定かんがい 交付金、借入金 交付金 

利水関係 水道用水 補助金、負担金、借入金 負担金 

工業用水 補助金、負担金、借入金 負担金 

農業用水 補助金、負担金、借入金 補助金、負担金 

発電事業等 受託金 受託金 

    《参考》 

交付金  洪水調節や高潮防御及び流水の正常な機能の維持と増進のための費用に係る国（国土交通 

省）からの交付金です。 

補助金  利水者の負担軽減を図るための国（農林水産省、厚生労働省、経済産業省）からの補助金です。 

負担金  建設事業及び管理業務に係る利水者の当該年度負担金等があります｡ 

借入金  利水者が建設事業に係る負担金を施設完了後に割賦支払ができるようにするものであり、財政融資

資金などからの借入金と水資源債券があります。 

受託金  建設事業及び管理業務に係る発電事業者の負担金等があります。 
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（７）特定事業先行調整費制度について 

経済的な工程で事業を実施するときに一時的に年度事業費が大幅に増加するダム及び調整池の本体工事等を計

画的かつ的確に実施し、事業工期の遵守、予算の平準化及び事業に係る費用の縮減を図ることを目的に、機構の自

己資金を支弁することにより、先行的に事業を実施し、後年度に所定の財源を回収する制度です。 

 

（８）ダム建設調整費制度について 

経済的な工程で事業を実施するときに一時的に年度事業費が大幅に増加するダム本体工事等を計画的かつ的確

に実施し、事業工期の遵守、予算の平準化及び事業に係る費用の縮減を図ることを目的に、機構が民間資金の借入

を行い、建設事業の促進を図る制度です。 

 

４．関係会社の状況 

該当事項はありません。 

 

（注） 機構法には出資に関する規定がなく、当機構は出資を行っていませんので、子会社及び関連会社はありま

せん。 

 

５．職員の状況 

（１）職員の状況 

  

令和元事業年度末 

（令和２年３月31日） 

令和２事業年度末 

（令和３年３月31日） 
増 減 

 

1,389名 

 

1,384名 

 

△5名 

 

（２）労働組合の状況 

当機構には、水資源機構労働組合が組織されています。労使関係について、特に記載すべき事項はありません。 
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第２ 事業の状況 

１．業績等の概要 

（１）業績の特徴 

当機構では、原則として管理業務費に見合う額が補助金等収益として計上され、受託業務費に見

合う額が受託収入として計上されています。さらに事業用固定資産減価償却費及び事業用固定資産

除却費の合計額と同額が資産見返補助金等戻入として収益計上されることから、損益は、主として

財務収益の受取利息と財務費用の支払利息の差により計上されることとなります。 

当機構の水資源開発施設の建設費のうち、利水者の負担分は、主として水資源開発施設の完成後

に割賦で当機構に支払われます。事業の完成までの期間について、当機構が利水者の代わりに建設

資金を立て替えていることから、財政融資資金からの借入金及び水資源債券の発行等により資金調

達を行っています。この場合、利水者より割賦で回収する条件と、財政融資資金からの借入金又は

水資源債券の償還条件が異なることから借換えが必要となります。 

低金利の状況においては、利水者が当機構へ割賦償還する利率よりも低率で当機構は資金調達が

可能となるため、利水者からの受取利息が借入金及び債券の支払利息を上回ることとなり、利益が

計上されます｡ 

 

（２）令和２事業年度の業績 

当機構は、水資源開発水系として指定されている７水系（利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、

吉野川、筑後川）において、68 事業を完成させ、11 事業については建設中です。また、それらの

うち改築などの重複を除く事業により建設した 53 施設を管理しています。 

令和２事業年度においては、経常収益が 127,870 百万円、経常費用が 127,295 百円であり、574

百万円の経常利益を計上しています。さらに、臨時利益の 82 百万円を加算、臨時損失の 82 百万円

を控除した後、「前中期目標期間繰越積立金」から 2,164 百万円を取り崩して収益化した結果、当

期総利益として 2,738 百万円を計上しています。 

 

    【経常収益内訳】                    （単位：百万円） 

 令和元事業年度 令和２事業年度 

経常収益 118,010 127,870 

受託収入 1,120 2,657 

補助金等収益 33,159 33,432 

寄附金収益 0 1 

災害復旧事業収入 562 2,078 

海外調査等業務収入 30 52 

管理雑収入 937 910 

資産見返補助金等戻入 74,789 74,603 

建設仮勘定見返補助金等戻入 - 7,633 

賞与引当金見返に係る収益 539 522 

財務収益 6,857 5,950 

雑益 13 27 
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    【経常費用内訳】                    （単位：百万円） 

 令和元事業年度 令和２事業年度 

経常費用 119,734 127,295 

管理業務費 35,377 35,462 

受託業務費 1,107 2,635 

寄附金事業費 0 1 

災害復旧事業費 562 2,078 

海外調査等業務費 104 106 

建設事業費 397 8,017 

一般管理費 
(うち退職給付費用) 

2,834 
(1,864) 

507 
(△701) 

事業用固定資産減価償却費 73,715 73,268 

事業用固定資産除却費 1,114 1,370 

財務費用 4,519 3,847 

 

 

２．対処すべき課題 

（１）水の安定供給への取り組み 

当機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源

開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い、用水を必要とする地域

に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的としています。 

近年の国民の価値観の多様化に対応して、水資源の開発及び利用に関しては、用水として利用さ

れる水の「質」に対する要求が高まるなど、量的な安定供給のみならず、流域全体を見据えた水質

をはじめとする水環境の保全や水源地域の活性化が重要になっています。一方、我が国経済が厳し

い状況にあることも反映して、利水者等からコストの一層の抑制を要請されています。当機構は、

これらの状況を的確に把握し、所期の使命を果たすとともに、「安全で良質な水を安定して安くお

届けする」ことを経営理念として、法令等を遵守しつつ有効かつ効率的に業務を実施していきます。 

また、平成 29 年５月に国土審議会から答申された「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資

源開発基本計画のあり方について」では、２つの基本理念「水供給を巡るリスクに対応するための

計画」と「水供給の安定度を総合的に確保するための計画」が提言されており、機構の主たる役割

である水資源開発水系における「安全で良質な水の安定した供給」と「洪水被害の防止・軽減」に

ついて引き続き適正に実施するとともに、これまでの需要主導型の「水資源開発の促進」からリス

ク管理型の「水の安定供給」に向け、既存施設を最大限に有効活用していくことや、水供給の全体

システムとしての機能確保等の考え方を取り入れた取組が求められています。 

当機構は、国土審議会答申の趣旨を踏まえ、地震等の大規模災害、水インフラの老朽化に伴う大

規模な事故、危機的な渇水等の危機時においても最低限必要な水を確保するため、既存施設の徹底

活用とともに、ハード・ソフト施策の連携により、水供給の全体システムの機能を確保していきま

す。 

 

（２）情報公開と個人情報保護の取り組み 

平成 14 年 10 月に施行された「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を踏まえ、

本社、中部支社、関西・吉野川支社淀川本部、関西・吉野川支社吉野川本部、筑後川局に情報公開

窓口を設置するとともに、当機構のホームページに「情報公開・個人情報保護」のページを作成し、

当機構の業務に対して利水者をはじめ国民の皆様の幅広い理解が得られるよう、当機構の業務内

容・財務内容等の情報公開について積極的に取り組んでいます。 

また、平成 17 年４月に施行された「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」

を踏まえて「独立行政法人水資源機構の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」

を定めるとともに、情報公開と同様に本社、中部支社、関西・吉野川支社淀川本部、関西・吉野川

支社吉野川本部、筑後川局に対応窓口を設置し、当機構が保有する個人情報の適切な管理に取り組

んでいます。 
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（３）適正かつ透明性の高い組織・業務運営の強化への取り組み 

当機構においては、外部有識者３名等からなる倫理委員会での審議を経て、平成 20 年７月に基

本理念として「倫理行動指針」を策定し、内外にコンプライアンスの徹底を表明しています。 

平成 25 年 11 月には、中期目標に基づき法令等を遵守しつつ有効かつ効率的に業務を行い、当機

構の経営理念を実現するため、倫理委員会での審議を経て「内部統制の基本方針」を策定し、内部

統制システムを整備しました。 

さらに平成 27 年４月の改正独立行政法人通則法の施行に合わせて、業務方法書に内部統制シス

テムの整備に関する事項を明記するとともに、役員会運営方法やリスク管理方法の見直し等を行い

ました。 

コンプライアンスの推進については、倫理委員会を原則として毎年２回開催して、コンプライア

ンスの推進状況等について審議するとともに、機構内の体制として、理事長を最高責任者、平成 26

年４月に法令遵守体制の強化のために設けた法令遵守担当理事を最高責任者補佐と位置付けるほ

か、全事務所にコンプライアンス推進責任者を設置しています。 

具体の推進方策としては、役員と支社局・事務所との意見交換の実施、コンプライアンス関係情

報の当機構内ＬＡＮの掲示板への掲示、外部専門機関による法令遵守研修や内部研修、講習会の実

施等によりコンプライアンス意識の浸透・定着を図るとともに、毎年、コンプライアンスアンケー

トを実施して職員の意識や理解度を組織的に把握するとともに、取り組みの見直しを行っています。 

また、法令等に違反する行為が行われた事実等については、当機構の職員のみならず外部の方々

からの通報も受け付けられるよう、コンプライアンス専門窓口を設置して当機構ホームページ

（https://www.water.go.jp/）に掲載して広く周知しています。 

なお、コンプライアンスの推進状況については、倫理委員会での審議、監事の監査を経て業務実

績報告書により主務大臣に報告し評価を受けています。 

さらにまた、監事機能を強化するため、必要に応じ弁護士等との情報交換・調査依頼等をするこ

とができるようにするなどの措置を行っています。 

このほか、令和２年度中に、会計監査人による監査（15 回）により会計処理を、監事による監査

（28 事務所）により業務執行を、入札等監視委員会（２回）により入札・契約事務をチェックして

いただくとともに、契約監視委員会（２回）とあわせ入札・契約の競争性・透明性の確保、工事等

の品質確保、工事工程等の適切な管理等の取り組みを実施しています。 

 

３．事業等のリスク 

（１）金利変動リスクについて 

当機構の建設事業では、治水事業に必要な資金は、国から交付金が交付されており、また、水道・

工業・農業用水の利水事業に必要な資金は、その一部は国から補助金が交付されるとともに、残余

の利水者負担部分については、当機構が利水者に代わり財政融資資金などからの借入金及び水資源

債券の発行によって調達する資金、又は建設中に毎年度利水者が支払う建設負担金により賄われて

います。 

利水者に代わり当機構が調達した資金は、最終的に建設事業完了後に利水者から割賦負担金とし

て回収されますが、当機構の借入金又は水資源債券の返済条件と割賦負担金の回収条件には、以下

のような相違があります。 

財政融資資金からの借入金は、25 年元金均等払い（借入後５年据置き）、水資源債券は、３年満

期一括償還であるのに対して、割賦負担金の回収条件の大半は基本的に 23 年元利均等払いとなっ

ています（なお、割賦負担金の回収条件は、利水者と協議することとなっています）。 

これらの要因により、当機構の債務返済期間の前半は借換えが必要となります。この債務返済期

間の前半の借換えが当機構の割賦負担金制度における金利変動リスクとなります。 

しかし、長期にわたる低金利の影響もあり、受取利息が支払利息を上回っているため利益が生じ、

この結果利益剰余金が積み上がっており、これに由来する現預金を借換えに充当することで、現状

では借換えを行っていません。当機構は独立行政法人通則法第 44 条に基づき、毎事業年度に生じ

た利益を積立金として整理し、引き続きこれに由来する現預金を借換えに充当していくことで、経
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営成績に大きな影響を及ぼす可能性のある将来の金利変動等に備えていきます。 

なお、積立金については、機構法第 31 条に基づき主務大臣による承認を受けた上で、同法第 12

条に規定する業務の財源として活用することにより減少することになります。 

 

（２）割賦負担金の回収リスクについて 

当機構は、主として水資源開発施設の完成後に、利水者から利水者負担分を割賦負担金として回

収していますが、一般的には当該回収について、遅延・不履行のリスクが考えられます。 

水資源開発施設の建設事業は、水資源開発基本計画（フルプラン）に基づいて事業実施計画を作

成する上で、関係行政機関の長や関係都道府県知事と計画の内容について協議や意見聴取を行い、

また、関係利水者からは、あらかじめ費用負担の同意を得た上で、実施しています。 

これまで割賦負担金の回収遅延・不履行は生じておらず、割賦負担金の回収について問題は起き

ていません。なお、当該割賦負担金には、機構法第 28 条により強制徴収権が付与されており、こ

の徴収金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐ順位とされています。 

 

（３）国の政策に伴うリスク 

当機構は、国が関与すべき業務を実行する独立行政法人であり、国の政策が当機構の業務、業績

に影響を与える可能性があります。 

①ダム事業の検証作業 

平成 21 年 10 月９日に「平成 21 年度内に、本体工事等の各段階に新たに入らないこととし、新

たな段階に入ることとなる工事の契約や用地の買収などは行わないこととする」との国土交通大臣

のコメントが公表されました。 

 

 

平成２１年度におけるダム事業の進め方などに関する前原国土交通大臣のコメント 

平成 21 年 10 月 9 日 

１．国及び水資源機構が実施している５６のダム事業のうち、既存施設の機能向上を行っている８

事業を除く４８事業については、今後、平成２１年度内に、①用地買収、②生活再建工事、③転

流工工事、④本体工事の各段階に新たに入らないこととし、新たな段階に入ることとなる工事の

契約や用地の買収などは行わないこととする。 

２．道府県が実施している８７のダム事業の平成２１年度における事業の進め方（工事の発注を含

む）については、各道府県知事のご判断を尊重する。 

    なお、平成２２年度における１３６の個別のダム事業の進め方に関する基本的な方針につい

ては、政府予算案の提出時までに明らかにすることとしている。 

 

 

また、平成 21 年 12 月 25 日に平成 22 年度河川局関係予算決定概要により、ダム事業を「検証の

対象とするもの」と「事業を継続して進めるもの」とに区分した上で、検証の対象となるダム事業

は、有識者会議が示す新たな基準に沿って、個別ダムの検証を行うこととされました。 

なお、当機構では、①思川開発、②川上ダム、③丹生ダム、④小石原川ダム、⑤木曽川水系連絡

導水路が検証の対象とされました。 
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平成２２年度河川局関係予算決定概要 

  ■河川局の予算全般 

   河川局関係予算全体について、必要性・事業効果等を勘案し優先順位づけを徹底するとともに、

実施する事業についてはさらなる効率化を図る。 

 （抜粋） 

   ５．その他 

    （１）ダム建設事業の見直しについて 

      治水事業については、「できるだけダムにたよらない治水」へ政策転換するとの考え方に

基づき、事業実施中のダム事業を「検証の対象とするもの」と「事業を継続して進めるもの」

とに区分した上で、検証の対象となるダム事業について、平成２１年１２月３日に立ち上げ

た「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」が来年夏頃に中間とりまとめとして示す

予定の新たな基準に沿って、個別ダムの検証を行うこととしたところ。 

      これに基づき、ダム建設事業の平成２２年度予算案においては、具体的に、以下のように

措置。 

     ○継続して進めることとしたダム事業（４７事業（５５施設）） 

      ・可能な限り計画的に事業を進めるために必要な予算を計上。 

     ○検証の対象となるダム事業（８９事業（９０施設）） 

      ・基本的に、①用地買収、②生活再建工事、③転流工工事、④本体工事の各段階に新たに

入らないこととし、地元住民の生活設計等への支障も配慮した上で、現段階を継続する

必要最小限の予算を計上。 

 

新たな基準については、平成 22 年７月 13 日「第 11 回今後の治水対策のあり方に関する有識者

会議」にて中間取りまとめ（案）が審議され、平成 22 年７月 16 日より中間取りまとめ（案）に関

する意見募集が行われました。平成 22 年９月 27 日「第 12 回今後の治水対策のあり方に関する有

識者会議」にて中間取りまとめ（修正案）が審議され、同日、中間取りまとめが公表されています。

翌９月 28 日には国土交通大臣より当機構に対し、ダム事業の検証に係る検討の指示及びダム事業

の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定について通知がありました。 

これらを踏まえ、当機構では関係地方整備局とともに、適切に検証作業を進め、対象５事業のう

ち、小石原川ダム建設事業は、平成 24 年 12 月６日に、川上ダム建設事業は、平成 26 年８月 25 日

に、思川開発事業は、平成 28 年８月 25 日に「継続」、丹生ダム建設事業は、平成 28 年７月 20 日

に「中止」との対応方針が国土交通省により決定され、木曽川水系連絡導水路事業を除く４事業は

検証を終了しました。 

その後、小石原川ダム建設事業は、予定どおり令和元年度に概成し、令和２年度より管理に移行

しダムの利水・治水効果を発揮しています。川上ダム建設事業は、令和３年４月に本体打設が完了

し、令和４年度の完成に向けて試験湛水を迎えようとしているところです。思川開発事業は、令和

２年 12 月に本体工事を契約し、令和３年２月には堤体基礎掘削工事を開始させたほか、導水路工

事、付替道路工事等を継続して実施しています。丹生ダム建設事業は事業中止に伴い、追加的に必

要となる工事を実施しています。 

当機構における検証終了後の事業は、いずれも着実な推進を図っています。 

なお、各文書の全文に関しましては、国土交通省ホームページ（https://www.mlit.go.jp/）に

おいて公表されています。 

 

②「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」 

平成 22 年 12 月７日に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基

づく総務省によるフォローアップは、平成 29 年をもって終了しました。 

 

③「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」 

平成 25 年 12 月 24 日に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」の「（別
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紙）各法人等について講ずべき措置」における当機構についての記載は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該閣議決定の全文については、行政改革推進会議のホームページ 

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/）において公表されています。 

 

なお、当該措置に関する直近の措置状況（平成 28 年度以降令和元年度まで）については総

務省のホームページ

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/dokuritu/02gyokan03_03000038.htm

l）において公表されています。 

平成 27 年９月 30 日までの実施状況は、行政改革推進本部のホームページ

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyoukakusuisin/dai4/gijisidai.html）をご参照下さ

い。 

 

   ④「独立行政法人制度改革関連法」 

第 186 回国会において、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」及び「独立行政法人

通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」が可決され、平成 26

年６月 13 日に公布、平成 27 年４月１日から施行されました。 

 

（４）事業の長期化について 

   ①建設事業の長期化の可能性 

当機構の建設事業は、国土交通大臣による水資源開発水系の指定及び水資源開発基本計画の決定、

当機構による事業実施計画の作成及び主務大臣の認可を経て、実施することになります。 

当機構が事業実施計画を作成し認可を受ける過程において、関係都道府県知事との協議、利水者

への意見聴取及び費用負担の同意がなされています｡ 

事業の実施手順のうち、事業実施計画の作成以前においては、関係行政機関等と十分な事前調整

を必要とすることがあります。また、事業実施計画の認可後においても、用地補償基準の妥結等の

関係地域住民との合意や現地の状況変化による工事の変更、追加等により、当初の計画よりも事業

が長期化することがあります。 

当機構としては、我が国の利水及び治水に支障をきたさないよう、事業実施計画の作成等に係る

手続きの迅速化に努めるとともに、建設事業着手後においても、事業の工程管理等を行い効率的か

つ円滑な事業の推進を図っています。 

※なお、建設事業のうち施設の新築については、当機構設立時に水資源開発公団が既に着手している事業等を除い

て、水の供給量を増大させないものに限られています。 

 

 

 

【水資源機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 本法人の吉野川局について、その機能を維持しつつ、関西支社との組織統合の実現のため、

利水者及び関係府県との調整を行う。 

○ 総合技術センターの水理実験施設については、現在実施している建設事業が終了した段階

で、敷地の処分を行う。 

○ 用水路管理業務については、「維持管理業務等民間委託拡大計画」に基づき民間委託を拡大

する。また、その他の業務も含め、定年退職者の活用によりコストの縮減を図る。 

○ 国の財政支出や財政融資を用いて多額の契約を行い、公共事業を実施していることから、

事業の実施において、法人に対する信頼性が確保されるよう、法令遵守及び契約の適正性を

確保するための体制の強化を図る。 
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  ②事業長期化に伴う事業費の増加リスク  

水資源開発施設の建設事業費は、ダム､用水路等及びそれらの関連施設の建設に要した直接費及

び間接費からなります｡ 

上記①のように事業が長期化した場合、その間の事務所維持費等の経費及び建設借入金に係る建

設利息が必要となり、建設事業費が増加する要因となります｡ 

当機構としては、事業の長期化等に伴う建設事業費の増加を抑制するために、事業の円滑な遂行

を図るとともに、新工法の採用によるコスト縮減や工事工期の短縮など建設事業費全体の削減に努

めています。 

 

  ③事業長期化の例 

    当初の予定工期を 10 年以上経過して、現時点で完成に至っていない事業の例は以下のとお

りです。 

 

   （ａ）ダム等建設事業 

 

事業名 当初予定工期 現行予定工期 

思川開発 昭和44事業年度～平成20事業年度 昭和44事業年度～令和６事業年度 

川上ダム 昭和56事業年度～平成16事業年度 昭和56事業年度～令和４事業年度 

 

当初予定工期は、当初の事業実施計画による予定工期であり、補償調査立ち入りの同意や用地

取得等といった地元補償交渉に想定以上の時間を要したこと等により長期化しています｡                    

 

 （ｂ）用水路等建設事業 

      該当なし 

 

（５）事業の中止等について 

   ①事業中止の手続き等について 

当機構の事業の中止が決定された場合には、機構法第 13 条第６項の規定に基づき、関係都道府

県との協議を行い、主務大臣の認可を得て事業実施計画の廃止手続が実施されます。なお、事業の

廃止までに事業に要した費用（廃止に伴い追加的に必要となる費用も含む。）の回収措置について

は、機構法第 25 条第２項の規定に基づき、当該事業の参画者がそれぞれ負担を行うこととされて

いるため、当機構の負担はありません。  

 

   ②事業中止が生じうる状況 

当機構の事業については、事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、各

主務省において必要に応じて再評価が実施されています。 

これは、事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行うものですが、事業の継続が適当と認

められない場合には、事業を中止することもあります。 

各主務省の再評価の概要は、次のとおりです｡ 

 

○国土交通省 

(a)再評価対象基準 

・事業採択後３年を経過した時点で未着工の事業 

・事業採択後５年を経過した時点で継続中の事業 

・ダム事業の実施計画調査費が予算化後３年を経過している事業 

・再評価後５年が経過している事業 

・社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価実施主体等が再評価の必要が生じた
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と当機構又は国土交通省の事業を所管する本省内部部局の長が判断した事業 

 

(b)再評価の内容 

・事業の必要性等（事業を巡る社会経済情勢等の変化、事業の投資効果及び事業の進捗状況） 

・事業の進捗の見込み 

・コスト縮減や代替案立案等の可能性 

 

(c)再評価の実施状況 

・平成 15 年度再評価対象事業 思川開発事業、滝沢ダム建設事業、武蔵水路改築事業 

丹生ダム建設事業、大山ダム建設事業 ⇒継続決定 

戸倉ダム建設事業 ⇒中止決定 

・平成 16 年度再評価対象事業 徳山ダム建設事業、川上ダム建設事業 ⇒継続決定 

・平成 17 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 18 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 19 年度再評価対象事業 思川開発事業、小石原川ダム建設事業 ⇒継続決定 

・平成 20 年度再評価対象事業 滝沢ダム建設事業、武蔵水路改築事業、川上ダム建設 

事業、丹生ダム建設事業、大山ダム建設事業 

⇒継続決定 

・平成 21 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 22 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 23 年度再評価対象事業 思川開発事業、武蔵水路改築事業、木曽川水系連絡 

導水路事業、川上ダム建設事業、丹生ダム建設事業、 

大山ダム建設事業、小石原川ダム建設事業  

⇒継続決定 

・平成 24 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 25 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 26 年度再評価対象事業 思川開発事業、武蔵水路改築事業、木曽川水系連絡 

導水路事業、川上ダム建設事業、丹生ダム建設事業 

⇒継続決定 

・平成 27 年度再評価対象事業 思川開発事業、木曽川水系連絡導水路事業、 

小石原川ダム建設事業 ⇒継続決定 

・平成 28 年度再評価対象事業 思川開発事業、川上ダム建設事業 ⇒継続決定 

丹生ダム建設事業 ⇒中止決定 

・平成 29 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 30 年度再評価対象事業 木曽川水系連絡導水路事業 ⇒継続決定 

・令和元年度再評価対象事業 思川開発事業 ⇒継続決定 

・令和２年度再評価対象事業 該当なし 

・令和３年度再評価対象事業 川上ダム建設事業、木曽川水系連絡導水路事業  

⇒継続決定 

 

(d)ダム検証 

      平成 22 年９月に国土交通大臣より、５事業（思川開発、川上ダム、丹生ダム、小石原川ダ

ム、木曽川水系連絡導水路）について、ダム事業の検証に係る検討を行うよう指示を受け、「ダ

ム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づく検証作業を実施しています。

小石原川ダム建設事業は、平成 24 年 12 月６日に、川上ダム建設事業は、平成 26 年８月 25 日

に、思川開発事業は、平成 28 年８月 25 日に「継続」、丹生ダム建設事業は、平成 28 年７月 20

日に「中止」との対応方針が国土交通省により決定されました。 

 

○農林水産省 
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(a)再評価対象基準 

・事業実施計画認可後５年を経過した時点で未着手の事業、10 年が経過した時点で継続中

の事業又は事業実施計画認可後５年を経過した時点で継続中の事業であって、農村振興局

長が必要と認めた事業 

・10 年を超えて継続する事業については、直近の再評価実施年度から５年ごと 

 

(b)再評価の内容 

・事業の進捗状況 

・関連事業の進捗状況 

・事業実施計画の重要な部分の変更の必要性の有無 

・社会経済情勢の変化 

・費用対効果分析の基礎となる要因の変化 

・環境との調和への配慮 

 

(c)再評価の実施状況 

・平成 15 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 16 年度再評価対象事業 豊川用水二期事業、香川用水施設緊急改築事業 

⇒継続決定 

・平成 17 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 18 年度再評価対象事業 印旛沼開発施設緊急改築事業 ⇒継続決定 

・平成 19 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 20 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 21 年度再評価対象事業 豊川用水二期事業 ⇒継続決定 

・平成 22 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 23 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 24 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 25 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 26 年度再評価対象事業 豊川用水二期事業 ⇒継続決定 

・平成 27 年度再評価対象事業 両筑平野用水二期事業 ⇒継続決定 

・平成 28 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 29 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 30 年度再評価対象事業 該当なし 

・令和元年度再評価対象事業 豊川用水二期事業 ⇒継続決定 

・令和２年度再評価対象事業 該当なし 

・令和３年度再評価対象事業 該当なし 

 

○経済産業省 

(a)再評価対象基準 

・事業評価実施後５年以上連続して補助金の交付を受けている事業 

・事業実施計画の大幅な変更や事業の継続に対する疑念等が生じたことを確認した場合 

・行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年６月 29 日法律第 86 号）第７条第

２項第２号に該当する場合 

 

(b)再評価の内容 

・需要の見通し（給水区域、給水量及び需要発生時期等） 

・施設建設計画（施設規模、建設工程等） 

・費用便益分析等 

 

(c)再評価の実施状況 
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・平成 15 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 16 年度再評価対象事業 豊川用水二期事業、香川用水施設緊急改築事業 

⇒継続決定 

・平成 17 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 18 年度再評価対象事業 印旛沼開発施設緊急改築事業、豊川用水二期事業 

⇒継続決定 

・平成 19 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 20 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 21 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 22 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 23 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 24 年度再評価対象事業 豊川用水二期事業 ⇒継続決定               

・平成 25 年度再評価対象事業 木曽川水系連絡導水路事業 ⇒継続決定 

・平成 26 年度再評価対象事業 豊川用水二期事業、武蔵水路改築事業 ⇒継続決定 

・平成 27 年度再評価対象事業 房総導水路施設緊急改築事業 ⇒継続決定 

・平成 28 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 29 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 30 年度再評価対象事業 木曽川水系連絡導水路事業 ⇒継続決定 

・令和元年度再評価対象事業 豊川用水二期事業、房総導水路施設緊急改築事業  

⇒継続決定 

・令和２年度再評価対象事業 該当なし 

・令和３年度再評価対象事業 該当なし 

 

○厚生労働省 

(a)再評価対象基準 

水道施設整備に係る厚生労働大臣がその実施に要する費用の一部を補助する事業について 

・原則として、事業採択後５年を経過して未着手の事業及び 10 年を経過して継続中の事

業を対象とし、10 年経過以降は原則５年経過ごとに実施 

・本体工事又は本体関連工事の着手前の適切な時期に評価を実施するものとする。なお、

本体工事又は本体関連工事の着手前の適切な時期又は着手後に評価を実施した場合は、

以後 10 年間評価を要しないものとする 

・その他、社会経済情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた場合には適宜

実施 

 

(b)再評価の内容 

・採択後の事業をめぐる社会経済情勢等の変化 

・採択後の事業の進捗状況 

・コスト縮減、代替案立案等の可能性 

・事業の投資効果分析 

 

(c)再評価の実施状況 

・平成 15 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 16 年度再評価対象事業 豊川用水二期事業、香川用水施設緊急改築事業 

⇒継続決定 

・平成 17 年度再評価対象事業 福岡導水事業 ⇒継続決定 

・平成 18 年度再評価対象事業 印旛沼開発施設緊急改築事業、豊川用水二期事業 

⇒継続決定 

・平成 19 年度再評価対象事業 小石原川ダム建設事業、群馬用水施設緊急改築事業 

⇒継続決定 
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・平成 20 年度再評価対象事業 大山ダム建設事業、福岡導水事業、 

思川開発事業、滝沢ダム建設事業 

⇒継続決定 

・平成 21 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 22 年度再評価対象事業 川上ダム建設事業、両筑平野用水二期事業 

⇒継続決定 

・平成 23 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 24 年度再評価対象事業 豊川用水二期事業、小石原川ダム建設事業 

⇒継続決定 

・平成 25 年度再評価対象事業 思川開発事業、木曽川水系連絡導水路事業、両筑平野 

用水二期事業 

⇒継続決定 

・平成 26 年度再評価対象事業 豊川用水二期事業、武蔵水路改築事業、川上ダム建設 

事業⇒継続決定 

・平成 27 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 28 年度再評価対象事業 思川開発事業 ⇒継続決定 

・平成 29 年度再評価対象事業 該当なし 

・平成 30 年度再評価対象事業 木曽川水系連絡導水路事業、利根導水路大規模地震 

対策事業⇒継続決定 

・令和元年度再評価対象事業 豊川用水二期事業、房総導水路施設緊急改築事業 

⇒継続決定 

・令和２年度再評価対象事業 該当なし 

・令和３年度再評価対象事業 該当なし 

 

③過去の事業中止例 

当機構の前身である水資源開発公団において事業が中止となった事例としては、「平川ダム建設

事業」、「思川開発事業の一部である大谷川分水」及び「栗原川ダム建設事業」があり、また、当機

構において事業が中止となった事例としては、「戸倉ダム建設事業」及び「丹生ダム建設事業」が

あります｡ 

平川ダム建設事業については、事業採択後５年以上経過して未着工であったことから再評価の対

象となり、利水予定者から早期の事業参画の意思表示がなかったため、平成 12 年 11 月 28 日、主

務省である建設省（現 国土交通省）により中止を決定したものです｡ 

思川開発事業の一部である大谷川分水については、事業採択後５年以上経過して未着工であった

ことから再評価の対象となり、地元調整が難航していたため、平成 12 年 11 月 28 日、主務大臣で

ある建設大臣（現 国土交通大臣）が中止を決定したものです｡なお、平成 14 年３月１日、主務大

臣である国土交通大臣から、大谷川分水中止により規模縮小となった見直し計画による思川開発事

業に関する事業実施方針（第２回変更）の指示を受け、同年４月 12 日、それに基づく思川開発事

業に関する事業実施計画（第２回変更）の認可を受けています。 

栗原川ダム建設事業については、平成 13 年 12 月に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計

画」において、「新規利水の見込みが明確でない実施計画調査中の事業の中止」とされたことを受

け、平成 14 年 10 月４日に開催された関東地方整備局事業評価監視委員会で「現段階で利水予定者

から事業参画の意思表示がないため中止が妥当」とされ、それを踏まえ同月 25 日に主務省である

国土交通省が事業中止を決定しています。 

戸倉ダム建設事業については、すべての新規利水予定者より事業から撤退する意向が示されたた

め、平成 15 年 12 月 24 日に開催された関東地方整備局事業評価監視委員会において、事業中止の

了承、翌 25 日に国土交通省による決定がされています。 

丹生ダム建設事業は、利水者の撤退を受け、平成 21 年４月の淀川水系水資源開発基本計画の変

更において、供給目標を達成する施設から削除されました。しかし、「丹生ダム建設事業の見直し

に係る諸調査は、当面の間は、独立行政法人水資源機構が引き続き行うものとする。」とされ、こ
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の検討を行っていました。平成 22 年度には、ダム事業の検証対象ダムとなり、所定のプロセスに

基づき検証を進めていましたが、平成 26 年１月に総合的な評価として「ダム建設を含む案は有利

でない」との結論に至り、平成 28 年７月に中止との対応方針が決定したことから、平成 29 年３月

31 日に丹生ダム建設事業に関する事業実施計画の廃止の認可を受けました。なお、平成 29 年４月

以降は、事業中止に伴い追加的に必要となる工事を実施し、令和８年度に完了する予定になってい

ます。また、機構は、国、県、市とともに、事業中止にともない実施することとされた地域整備に

ついて、お互い協力して進めることとしています. 

 

４．経営上の重要な契約等 

該当事項はありません。 

 

５．技術開発活動 

令和２年度の当機構の技術開発活動の予算は 12.2 億円で総合技術センターが中心となって実施して

おり、i-C&M を活用した管理の高度化、ダム堤体挙動評価技術の向上、施設の耐震対策の検討、斜面安

定化対策工の維持管理マネジメント技術の体系化、管理施設毎の水質改善方策の検討など積極的に技術

開発活動を行っています。 

総合技術センターでは、環境との調和に配慮しながら、ダム、河口堰、湖沼開発施設、水路等の水資

源開発施設の設計・施工の合理化、材料試験、水理模型実験、構造解析、耐震解析、健全度評価、水質

予測、施設管理上の諸問題の解決を図る業務等を幅広く行っています。また、当機構内のみならず、国

や地方公共団体からの業務も受託しています。 

当機構では、対外的な活動として、各種学会等の委員会（公益社団法人土木学会、公益社団法人農業

農村工学会、一般社団法人ダム工学会、一般社団法人日本大ダム会議、公益社団法人地盤工学会、一般

社団法人日本応用地質学会等）に参加して水資源開発技術及び管理技術の発展に寄与しています。 

また、土木技術の発展に顕著な貢献をしたことなどが認められ、過去に次の賞を受賞しています。 

 

・平成 21 年度土木学会賞技術賞 Ⅰグループ 名張川上流３ダムの統合操作による洪水調節  

・平成 21 年度ダム工学会技術賞 滝沢ダム建設事業 

・平成 21 年度ダム工学会技術開発賞 
航空レーザー測量によるレベル 500 地形図の作

成について 

・土木学会デザイン賞 2010 最優秀賞 
雷電廿六木橋（らいでんとどろきばし）（滝沢ダ

ム） 

・平成 22 年度土木学会賞環境賞 徳山ダム建設事業  

・平成 22 年度農業農村工学会賞 上野賞 霞ヶ浦用水地域における水資源の総合的な開発 

・平成 23 年度全建賞（河川部門） 水没式複合型曝気装置（日吉ダム管理所） 

・平成 23 年度土木学会賞技術賞 Ⅱグループ 滝沢ダムの建設  

・平成 25 年度ダム工学会技術賞 
平成 25 年台風 18 号出水における日吉ダム洪水

調節操作 

・平成 25 年度ダム工学会技術賞 大山ダム建設事業 

・平成 25 年度土木学会賞技術賞 Ⅰグループ 
平成 25 年台風 18 号における淀川水系の洪水調

節 

・平成 25 年度ダム工学会技術開発賞 
ダム貯水池における三次元水質予測モデル

（JWA モデル）の開発 

・平成 25 年度地盤工学会技術開発賞 
地下水の認められない亀裂性岩盤における比抵

抗トモグラフィ探査法の開発 

・平成 27 年度全建賞（河川部門） 武蔵水路改築事業 

・平成 27 年度土木学会賞技術賞 Ⅱグループ 武蔵水路改築事業  
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・平成 27 年度ダム工学会技術開発賞 水没式複合型曝気装置 

・平成 27 年度ダム工学会技術開発賞 緊急油圧装置 

・平成 28 年度土木学会賞技術賞 Ⅰグループ 武蔵水路改築事業  

・平成 29 年度土木学会賞技術賞 Ⅰグループ 
琵琶湖開発施設管理における i-Construction 

& Management 

・平成 30 年度ダム工学会技術賞 
平成 29 年 7 月九州北部豪雨出水における寺内

ダム洪水調節操作 

・令和２年度土木学会賞技術賞 Ⅰグループ 
令和元年度台風第 19 号における草木ダムの洪

水調節 

・令和２年度土木学会賞技術開発賞 遮水性盛土の総合的な品質管理法の開発 

・令和２年度地盤工学会賞技術開発賞 
地盤剛性に基づく遮水性盛土の面的な締固め管

理手法の開発 

 

６．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

 （１）経営成績の変動について 

令和２事業年度の当機構の損益は、次のとおりです。 

経常収益 1,278 億円 

経常費用  1,272 億円 

当期総利益 27 億円 

  

令和２事業年度（自 令和２年４月１日 至 令和３年３月 31 日）の当期総利益 27 億円は、通則

法第 44 条第１項の規定により、積立金として整理しています。 

当機構では、原則として管理業務費に見合う額が補助金等収益として計上され、受託業務費に見

合う額が受託業務収入として計上されています。さらに事業用固定資産減価償却費及び事業用固定

資産除却費の合計額と同額が資産見返補助金等戻入として収益計上されます。当期総利益は、主と

して財務収益の受取利息が財務費用の支払利息を上回ったことによるものです。 

 

令和２事業年度のキャッシュ・フローの状況については、業務活動によるキャッシュ・フローは

42,028 百万円の資金の増加となり、前年度が 13,453 百万円の増加であったことに比較して 28,575

百万円の増加となっています。また、投資活動によるキャッシュ・フローは 7,258 百万円の資金の

増加となり、前年度が 6,152 百万円の増加であったことに比較して 1,106 百万円の増加となってい

ます。財務活動によるキャッシュ・フローは 28,851 百万円の資金の減少となり、前年度が 16,309

百万円の減少であったことに比較して 12,542 百万円の減少幅の拡大となっています。これらの増

減を合わせますと、令和２年度末における現金及び現金同等物の残高は 53,304 百万円となり、前

年度末の 32,868 百万円に比較して 20,436 百万円（＋62.2％）の増加となっています。 

 

 （２）財政投融資対象事業に関する政策コスト分析について 

政策コスト分析とは、財政投融資を活用している事業に対して、一定の前提条件を設定して①国

（一般会計等）から将来にわたって投入される補助金等と、②投入された出資金による利払軽減効

果（国にとっての機会費用）などの額を試算したもので、将来の国民負担に関するディスクロージ

ャーを一層進めるとの観点から行われています。令和２年事業年度の分析結果は財政投融資分科会

での審議を経て、令和３年７月 28 日に公表されました。全文につきましては、参考として巻末に

掲載しています。 

当機構の政策コスト分析では、ダム等建設事業及び用水路等建設事業を試算の対象とし、予算上

認められた各事業の総事業費、工期をもとに将来シミュレーションを行い、各事業のコストアロケ
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ーション、補助率から当該事業の完成まで必要となる補助金の割引現在価値を試算しています。分

析期間は、建設事業が完了し、利水者から割賦負担金の回収が終了するまでの 35 年間としていま

す。 

なお、分析期間に実施するダム等建設のうち治水事業及び管理業務は財政投融資の対象外である

ため、分析対象とはしていません。  
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第３ 設備の状況 

１．設備投資等の概要 

 令和２事業年度の設備投資総額は 54,351 百万円となっています。 

その内訳は、川上ダム建設事業等の建設工事費による 50,044 百万円、管理施設の機器の更新等に

よる 4,179 百万円、本社庁舎の機器の更新等による 127 百万円となっています。 

２．主要な設備の状況 

（１）事業用固定資産及び事業用建設仮勘定 

 

（単位：百万円）

利根導水路外 114,806 19,853 218 20,071 

南摩ダム外 - 110,480 - 110,480 

矢木沢ダム外 89,322 86 30 117 

霞ヶ浦開発施設外 145,571 - 76 76 

滝沢ダム外 322,388 - 35 35 

北総東部用水外 107,741 - 165 165 

成田用水外 3,229 1,304 1 1,306 

下久保ダム 9,108 - 11 11 

草木ダム 22,908 - 48 48 

群馬用水外 20,497 - 3 3 

霞ヶ浦用水外 34,265 - 10 10 

豊川用水外 228,151 28,890 162 29,052 

木曽川水系連絡
導水路

- 5,159 - 5,159 

愛知用水外 180,048 3,320 224 3,545 

木曽川用水外 45,909 - 337 337 

岩屋ダム 10,232 - 13 13 

阿木川ダム 66,920 - 78 78 

長良川河口堰 64,778 - 145 145 

味噌川ダム 110,399 - 7 7 

徳山ダム 234,064 - 15 15 

三重用水 39,663 - 102 102 

淀川大堰外 1,078 - 0 0

丹生ダム 35 - - - 

川上ダム - 87,600 - 87,600 

琵琶湖開発施設 151,857 - 164 164 

比奈知ダム外 117,020 - 351 351 

一庫ダム 36,088 - - - 

日吉ダム 129,628 - 7 7 

早明浦ダム外 113,915 1,116 289 1,406 

旧吉野川河口堰 1,993 - 61 61 

香川用水外 24,499 299 30 330 

両筑平野用水外 122,445 163,710 34 163,745 

筑後大堰外 64,428 - 162 162 

福岡導水外 41,789 1,041 106 1,148 

2,654,790 422,863 2,898 425,762 

香川用水管理所
（香川県仲多度郡）

筑後川上流総合管理所
（福岡県朝倉市）

筑後川下流総合管理所
（福岡県久留米市）

筑後川下流総合管理所福岡導水総合事業所
（福岡県久留米市）

合 計

※ 沼田総合管理所については、平成17年度に建設事業中止に伴い整理を行った戸倉ダム建設事業で取得し、機構で保有している
土地を事業用固定資産の内数として計上しています。

琵琶湖開発総合管理所
（滋賀県大津市）

木津川ダム総合管理所
（三重県名張市）

一庫ダム管理所
（兵庫県川西市）

日吉ダム管理所
（京都府南丹市）

池田総合管理所
（徳島県三好市）

旧吉野川河口堰管理所
（徳島県徳島市）

味噌川ダム管理所
（長野県木曽郡）

徳山ダム管理所
（岐阜県揖斐郡）

三重用水管理所
（三重県三重郡）

関西・吉野川支社
（大阪府大阪市）

淀川本部丹生事務所
（滋賀県長浜市）

川上ダム建設所
（三重県伊賀市）

木曽川水系連絡導水路建設所
（岐阜県岐阜市）

愛知用水総合管理所
（愛知県愛知郡）

木曽川用水総合管理所
（愛知県稲沢市）

岩屋ダム管理所
（岐阜県下呂市）

阿木川ダム管理所
（岐阜県恵那市）

長良川河口堰管理所
（三重県桑名市）

千葉用水総合管理所成田用水事業所
（千葉県成田市）

下久保ダム管理所
（埼玉県児玉郡）

草木ダム管理所
（群馬県みどり市）

群馬用水管理所
（群馬県前橋市）

霞ヶ浦用水管理所
(茨城県かすみがうら市)

豊川用水総合事業部
（愛知県豊橋市）

利根導水総合事業所
（埼玉県行田市）

思川開発建設所
（栃木県鹿沼市）

沼田総合管理所 ※
（群馬県沼田市）

利根川下流総合管理所
（茨城県稲敷市）

荒川ダム総合管理所
（埼玉県秩父市）

千葉用水総合管理所
（千葉県八千代市）

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳 簿 価 額

事 業 用 固 定 資 産

事 業 用 建 設 仮 勘 定

建設事業 管理業務 合　　計
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（２）一般管理用固定資産 

 
 

３．設備の新設、除却等の計画 

（１）重要な設備の新設等 

   令和３年９月１日現在 

（単位：百万円） 

事務所名 

（所在地） 
設備の内容 

設備予定金額 

（総事業費） 
備考 

思川開発建設所 

（栃木県鹿沼市） 
南摩ダム 185,000   

沼田総合管理所 

（群馬県沼田市） 
奈良俣ダム 900   

利根導水総合事業所 

（埼玉県行田市） 
利根導水路 29,650   

千葉用水総合管理所 

（千葉県八千代市） 
成田用水 18,100   

木曽川水系連絡導水路建設所 

（岐阜県岐阜市） 
木曽川水系連絡導水路 89,000   

愛知用水総合管理所 

（愛知県愛知郡東郷町） 
愛知用水 4,700   

豊川用水総合事業部 

（愛知県豊橋市） 
豊川用水 248,390   

川上ダム建設所 

（三重県伊賀市） 
川上ダム 118,000   

池田総合管理所 

（徳島県三好市） 
早明浦ダム 40,000   

香川用水管理所 

（香川県仲多度郡琴平町） 
香川用水 3,800   

朝倉総合事業所 

（福岡県朝倉市） 
小石原川ダム 196,000   

福岡導水総合事業所 

（福岡県久留米市） 
福岡導水路 29,000   

合計 962,540   

 

上記の設備の新設は、交付金、補助金、負担金、財政投融資からの借入金、水資源債券及び受託金

によって資金調達をしています。 

 

（単位：百万円）

建物 構築物 機械装置 車両運搬具 工具器具備品
土地

（面積㎡）
その他 合計

本社 989

（埼玉県さいたま市） (6,148) 

総合技術センター 1,203

（埼玉県さいたま市） (11,126) 

中部支社 924

（愛知県名古屋市） (4,554) 

関西・吉野川支社 184

（大阪府大阪市） (1,789) 

関西・吉野川支社吉野川本部

（香川県高松市）

筑後川局

（福岡県久留米市）

合計 2,682 35 375 6 187 3,301 0 6,589

事業所名
（所在地）

設備の内容
帳　　　　　　　　　　簿　　　　　　　　　　価　　　　　　　　　　額

統括管理施設外 903 18 253 0 0 2,333167

3

試験研究施設外 733 8 107 2,071

1 0 0 1,832

180 0

関西管内統括管
理施設外

149 6 3

中部管内統括管
理施設外

894 1 10

0

0 346

-

0

－

－ 0 3

0 30

0

九州管内統括管
理施設外

1 - 0

四国管内統括管
理施設外

0 0 1
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（２）設備の新設等の計画 

令和３事業年度においては、情報機器・実験設備等に係る整備・更新及び改修により 267 百万円の

支出を計画しています。 
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第４ 法人の状況 

１．資本金等の推移 

当機構の資本金については、設立（平成 15 年 10 月）時に、機構法第６条第１項及び同項附則第２

条第６項の規定により 9,060 百万円（全額政府出資）とされ、政府出資に係る不要財産の処分に伴い

通則法第 46 条の２第４項の規定による資本金の減少を、平成 25 事業年度に 519 百万円、平成 26 事業

年度に 766 百万円、平成 27 事業年度に 283 百万円、平成 28 事業年度に 143 百万円、平成 29 事業年度

に 1,597 百万円、平成 30 事業年度に 914 百万円行ったことから、令和２事業年度３月末時点の残高は

4,837 百万円となっております。なお、これまで増資を行ったことはありません。 

 

 

【参照条文】 

○独立行政法人水資源機構法 ―抄― 

（資本金）  

第六条  機構の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額

とする。  

２  政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加し

て出資することができる。  

３  機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加す

るものとする。  

附 則  

（水資源開発公団の解散等） 

第二条 （略）  

２から５ （略） 

６  第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が

承継する資産の価額（旧水公団法第三十八条第一項の規定により積立金として積み立てられ

ている金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。）から負債の金額を差し引いた

額は、政府から機構に対し出資されたものとする。  

７  以下 （略） 

 

○独立行政法人通則法 ―抄― 

（不要財産に係る国庫納付等） 

 第四十六条の二 （略）  

２から３ （略） 

４  独立行政法人が第一項又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納

付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、当該独立行

政法人の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として主務大

臣が定める金額については、当該独立行政法人に対する政府からの出資はなかったものとし、

当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。 

５  以下（略） 
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２．役員の状況 

                                                               （令和３年 10月１日現在）

 
 

※任期欄内の（ ）は当初任命日です。 
 
 
 

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

昭和58年 4 月 建設省入省

平成27年 7 月 国土交通省水管理・国土保全局長

平成29年 4 月 （公財）リバーフロント研究所代表理事

昭和63年 4 月 農林水産省入省

平成30年 7 月
農林水産省農村振興局整備部農地資源課長
兼大臣官房地方課付兼復興庁総括官付

令和元年 9 月 農林水産省　退職（役員出向）

平成 2 年 4 月 建設省入省

令和元年 7 月 千葉県松戸市副市長

令和 3 年 9 月 国土交通省　退職（役員出向）

昭和58年 4 月 水資源開発公団入社

平成26年 4 月 独立行政法人水資源機構財務部次長

平成28年 3 月 独立行政法人水資源機構財務部長

平成 3 年 4 月 厚生省入省

令和元年 8 月 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長

令和 3 年 9 月 環境省　退職（役員出向）

昭和61年 4 月 水資源開発公団入社

平成30年 4 月 独立行政法人水資源機構ダム事業部長

令和 3 年 4 月 独立行政法人水資源機構上席審議役

昭和59年 4 月 水資源開発公団入社

平成28年 4 月 独立行政法人水資源機構技術管理室長

平成31年 4 月 独立行政法人水資源機構技師長

平成24年 4 月
（株）ニッセイ基礎研究所 生活研究部
 　　 准主任研究員

平成27年 9 月
（株）ニッセイ基礎研究所 生活研究部
 　高齢社会研究課長 准主任研究員

平成28年 7 月
東京都水道局局務担当部長（東京水道サービス株
式会社派遣）

平成30年 8 月 東京都水道局特命担当部長

役 職 担 当 任 期 就 任 前 の 主 な 略 歴

理 事 長
金 尾 健 司
(昭和33年5月12日生)

－
平成

令和

30

4

年

年

4

3

月

月

副理事長
日 置 秀 彦
(昭和40年10月8日生)

－
令和

令和

元

5

年

年

10

9

月

月

理 事
山 田 哲 也
(昭和42年2月15日生)

総務人事本部、法令遵守
令和

令和

3

5

年

年

10

9

月

月

理 事
小 島 隆
(昭和35年12月28日生)

財務用地本部
令和

令和

3

5

年

年

10

9

月

月

理 事
熊 谷 和 哉
(昭和40年9月2日生)

経営企画本部、総合技術
センター（他の理事の所
掌に属するものを除
く。）

令和

令和

3

5

年

年

10

9

月

月

理 事
日 野 浩 二
(昭和36年2月25日生)

ダム事業本部、利根川・
荒川水系に係る事務（利
根川水系及び荒川水系に
存する特定施設の建設工
事並びに管理及び災害復
旧工事を分掌する建設
所、総合管理所及び管理
所に係る事務に限る。）
の調整等に関する事務

令和

令和

3

5

年

年

10

9

月

月

理 事
小 川 亘
(昭和36年10月16日生)

水路事業本部、利根川・
荒川水系に係る事務の調
整等に関する事務（ 他の
理事の所掌に属するもの
を除く。）

令和

令和

3

5

年

年

10

9

月

月

監 事
山 梨 恵 子
(昭和37年9月2日生)

－
平成 30 年 9 月

監 事
山 田 廣
(昭和38年10月20日生)

－
平成 30 年 9 月

～

～

～

～

～

～

～

～

～

(平成27年10月)

平成29事業年度につい

ての財務諸表承認日

平成29事業年度につい

ての財務諸表承認日

～

～

令和3事業年度につい

ての財務諸表承認日

令和3事業年度につい

ての財務諸表承認日

(平成29年10月)
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３．コーポレート・ガバナンスの状況 

（１）政府との関係について 

①主務大臣等 

通則法第 20 条に規定する当機構の主務大臣は、機構法第 37 条第１項及び第２項により業務運営

に係る事項等を除き、国土交通大臣、また、各事業における主務大臣は事業目的に応じ、厚生労働

大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とされています。 

また、通則法における主務省令は、機構法第 37条第３項により国土交通省令とされています。 

 

②独立行政法人評価制度委員会 

通則法第 12 条により、当機構をはじめとする独立行政法人の目標・評価に係る制度・運用の適

正化を進め、法人の目標設定や評価等の厳格性を確保するため、総務省に独立行政法人評価制度委

員会（以下「委員会」といいます。）が設置されています。 

 

③役員の任命等 

当機構の役員は通則法第 20 条第 1 項及び第２項並びに機構法第 37 条第２項により、理事長及び

監事は、国土交通大臣が任命します。また通則法第 20 条第４項及び機構法第７条２項の規定に基

づき副理事長及び理事は理事長が任命し、任命したときは、通則法第 20 条第５項の規定により遅

滞なく国土交通大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならないとされています。 

なお、役員（監事を除く）が通則法第 22 条、23 条第２項及び同条第３項の規定に該当するとき

は、同条第１項の規定に基づき、国土交通大臣又は理事長により解任されることとなっています。 

 

④業務方法書 

当機構は、通則法第 28 条第１項により、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けています。

これを変更するときも同様に主務大臣の認可を受けることとなっています。 

また同条第３項の規定により当該認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなけ

ればならないとされています。 

 

⑤長期借入金及び水資源債券 

当機構は、機構法第 32 条第１項により、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は

水資源債券を発行することができることとなっています。 

 

⑥財務大臣との協議 

国土交通大臣は、通則法第 67 条の規定により、中期目標を定め又は変更しようとするとき等の

ほか、機構法第 40 条の規定により、積立金の処分に係る承認をしようとするときや、長期借入金

及び水資源債券に係る認可をしようとするとき等は、財務大臣に協議しなければならないとされて

います。 

 

 （２）「中期目標」「中期計画」「年度計画」について 

独立行政法人制度は、「中期目標」や「中期計画」による中期的な目標管理や事後評価を行う点

に制度上の特徴があります。 

①中期目標 

通則法第 29 条第１項の規定により、主務大臣は、３年以上５年以下の期間（当機構の第４期中

期目標期間は平成 30 年４月１日から令和４年３月 31 日までの４年間）において当機構が達成すべ

き業務運営に関する目標（以下「中期目標」といいます。）を定め、これを当機構に指示するとと

もに、公表しなければならないとされています。これを変更したときも同様です。 

 

②中期計画 

当機構は、通則法第 30 条第１項の規定により、中期目標に基づき、当該中期目標を達成するた
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めの計画（以下「中期計画」といいます。）を作成し、主務大臣の認可を受けなければならないと

されています。これを変更しようとするときも同様です。 

また、同条第４項の規定により、当該認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しな

ければならないとされています。 

 

③年度計画 

当機構は、通則法第 31 条第１項の規定により、毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、当

該事業年度の業務運営に関する計画（年度計画）を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公

表しなければならないとされています。これを変更したときも同様です。 

 

なお、「中期目標」「中期計画」「年度計画」の全文につきましては、当機構ホームページ 

https://www.water.go.jp/honsya/honsya/outline/tyuki/index.html 

において公表しています。 

 

（３）業績評価体制について 

当機構の業務の実績評価は、毎事業年度の業務の実績について行われる事業年度ごとの評価、中

期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度に行われる中期目標期間の終了時に見込まれる中

期目標期間における評価、中期目標期間における業務の実績について行われる中期目標期間ごとの

評価の３種類があります。 

これらの評価については、中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して、主

務大臣が行うこととなっています。 

 

①各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等 

当機構は、通則法第 32 条第１項の規定により、毎事業年度の終了後に、各事業年度における業

務の実績に加え、当該事業年度が中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度のときは中期

目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績を、中期目標の期間の最後の

事業年度のときは中期目標の期間における業務の実績について、主務大臣の評価を受けることにな

っています。 

また、当機構は、同条第２項の規定により各事業年度の終了後３月以内に、業務の実績及び当該

業務について自ら評価した結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなけ

ればなりません。 

主務大臣は、同条第４項の規定により評価を行ったときは、遅滞なく、当機構に対して、その評

価の結果を通知し、公表するとともに、中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間にお

ける業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その結果を通知しな

ければならず、委員会は同条第５項の規定により、通知された評価の結果について、必要があると

認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならないことになっています。 

 

②中期目標の期間の終了時の検討 

通則法第 35 条第１項の規定により、主務大臣は、中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目

標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当機構の中期目標の期間の終了時まで

に、当機構の業務を継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行

い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとされています。なお、同条第２項の規定により

主務大臣は、検討の結果及び講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければなら

ず、同条第３項の規定により、委員会は、通知された事項について、必要があると認められるとき

は、主務大臣に意見を述べなければならないことになっています。 

また、同条第４項の規定により委員会は、当機構の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣

に勧告することができ、勧告したときは、同条第５項の規定により当該勧告の内容を内閣総理大臣

に報告するとともに、公表しなければならないことになっています。なお、委員会は、同条第６項

の規定により主務大臣に対し、勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を
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求めることができることになっています。 

 

③令和２事業年度及び第４期中期目標期間の終了時に見込まれる第４期中期目標期間における

業務実績評価 

令和２事業年度は第４期中期目標期間（平成 30 年４月～令和４年３月）の最後の事業年度の直

前の事業年度であることから、通則法第 32 条第１項第２号及び第４項に基づき、令和３年８月 27

日付けで令和２事業年度及び第４期中期目標期間の終了時に見込まれる第４期中期目標期間にお

ける業務実績について評価を受けました。 

 

それぞれの評価結果に関しましては、国土交通省ホームページにおいて以下のとおり公表され

ています。 

 

（令和２事業年度業務実績評価結果） 

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/hyouka/seisakutokatsu_hyouka_fr_000083.html  

 
（第４期中期目標期間の終了時に見込まれる第４期中期目標期間業務実績評価結果） 
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/hyouka/seisakutokatsu_hyouka_fr_000088.html 
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